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○菊陽町条件付一般競争入札事務処理要領 

令和３年３月９日 

告示第１４号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、菊陽町が発注する建設工事等（以下「工事等」という。）に係る

条件付一般競争入札の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 条件付一般競争入札の対象となる工事等は、次のとおりとする。ただし、災

害その他の理由により条件付一般競争入札が適当でない場合は、条件付一般競争入

札は適用しない。 

（１）予定価格が５,０００万円以上の建設工事 

（２）特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）への発注工事 

（３）その他本要領の適用が適当と認められる工事及び業務委託等 

（入札手続の種類） 

第３条 入札手続は、競争入札に参加する者に必要な資格（以下「競争参加資格」と

いう。）の審査を入札前に行い、資格確認通知を受けた者による入札の結果に基づ

き、落札者を決定する方法（以下「事前審査型」という。）のほか、入札において

最低の価格を提示した者（最低制限価格未満の価格を提示し失格となった者を除

く。以下「落札候補者」という。）について、入札後、競争参加資格の審査を行

い、競争参加資格があると認めた場合に落札者として決定する方法（以下「事後審

査型」という。）によるものとする。 

２ 条件付一般競争入札を行う場合においては、原則として、事後審査型により行う

ものとする。ただし、共同企業体であることを競争参加資格として設定する場合な

ど入札前に競争参加資格を確認する必要があると認められる場合には、事前審査型

により行うものとする。 

（入札の公告） 

第４条 第２条の対象工事を条件付一般競争入札に付そうとする場合においては、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び菊陽町財務

規則（平成１８年菊陽町規則第１６号）第８９条の規定に基づき公告を行うほか、
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菊陽町公式ホームページに掲載して周知するものとする。 

２ 前項の規定による入札に係る公告（以下「入札公告」という。）は、別に定める

条件付一般競争入札標準入札公告例によるものとする。 

（競争参加資格） 

第５条 町長及びその委任を受けて契約を行う者（以下「契約担当者」という。）

は、競争参加資格として次に掲げる事項を設定するとともに、入札公告又は条件付

一般競争入札公告共通事項書（以下「共通事項書」という。）において当該事項を

記載するものとする。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）対象工事に係る工事種別について、菊陽町競争契約入札心得（平成９年菊陽

町規則第４号）第２条の規定に基づく入札参加資格審査申請を行った者のうち受

付票の交付を受けた者であること。 

（３）対象工事に係る工事種別等について、次の条件を満たすこと。 

ア 県外に主たる営業所を有する建設業者にあっては、対象工事に係る工事種別

について、総合評定値が一定の点数以上で、かつ、九州地域内に建設業法（昭

和２４年法律第１００号）第３条第１項に定める営業所を有すること。 

イ 県内に主たる営業所を有する建設業者にあっては、菊陽町入札参加資格等に

関する要綱（平成１８年菊陽町要綱第１号）第９条第１項の規定に基づき対象

工事に係る工事種別について特定の等級の認定を受けている者であること。た

だし、対象工事に係る工事種別が格付業種以外であるときは、総合評定値が一

定の点数以上であること。 

（４）共同企業体により競争を行わせる必要がある場合は、構成員数、組合せ、出

資比率及び各構成員の資格について、一定の条件を満たすこと。 

（５）対象工事と同種工事の施工実績があること（個別の工事に応じてできるだけ

詳細に明示すること）。ただし、対象工事の施工上不要と判断される場合には、

設定しないことができる。 

（６）対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者等が適正であること（個

別の工事に応じて技術者の資格及び同種工事の施工経験をできるだけ詳細に明示

すること）。ただし、対象工事の施工上不要と判断される場合には、設定しない
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ことができる。 

（７）菊陽町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領（平成８年菊陽町

要領第３号。以下「指名停止要領」という。）に基づく指名停止を受けている期

間中又は菊陽町が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱（平成２２年菊

陽町要綱第２９号）に基づく排除措置を受けている期間中でないこと。 

（８）手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があ

るなど、経営状態が著しく不健全でないこと。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく再生手続

開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基

づく再生手続開始の申立てを行った者にあっては、当該手続開始決定後、第２号

に掲げる入札参加者資格に係る随時の審査に基づく認定を受けている者であるこ

と。 

（１０）対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面

において関連がある建設業者でないこと（「対象工事に係る設計業務等の受託

者」及び「資本又は人事面において関連がある」ことの具体的内容を入札公告又

は共通事項書に記載すること。）。 

（１１）入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係が

ないこと（基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である

場合又は同一の共同企業体に属する場合を除く。）。 

ア 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、会社法（平成１７

年法律第８６号）第２条第３号に規定する子会社（以下「子会社」という。）

又は子会社の一方が、会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更

生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中

の会社（以下「再生手続が存続中の会社」という。）である場合を除く。 

(ア) 会社法第２条第４号に規定する親会社（以下「親会社」という。）と子

会社の関係にある場合 

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

イ 人的関係 
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以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、（ア）について

は、会社の一方が、更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。 

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事

再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる関係 

その他上記ア又はイと同視し得る関係があると認められる場合 

（競争参加資格の決定） 

第６条 前条に掲げる競争参加資格は、対象工事ごとに、菊陽町工事等入札指名審査

会設置規則（平成４年菊陽町規則第３号）第１条に規定する菊陽町工事等入札指名

審査会（以下「審査会」という。）の審査を経て決定するものとする。 

（設計図書の閲覧及び配付の方法） 

第７条 設計図書は、入札公告を開始した日から閲覧及び配付を開始するものとし、

開札執行の日の前日まで行うものとする。 

２ 設計図書の閲覧及び配付の期間並びに方法は、入札公告に記載するものとする。 

（競争参加資格確認申請書、入札参加届出書及び資料の提出） 

第８条 契約担当者は、条件付一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認する

ため、参加希望者に申請書及び資料の提出を求めるものとする。 

２ 前項の場合において、申請書及び資料の提出期間は、原則として、入札公告を開

始した日の翌日から起算して８日間（菊陽町の休日を定める条例（平成２年菊陽町

条例第１４号）第１条に規定する町の休日（以下「休日等」という。）を含まな

い。）とする。ただし、事後審査型にあっては、原則として、入札公告を開始した

日の翌日から開札執行の日の前日までとする。 

３ 契約担当者は、競争参加資格として、特定建設工事共同企業体であることを求め

る場合には、菊陽町特定建設工事共同企業体運用基準（平成２１年菊陽町告示第９

号）第９列記の書面の提出を求めるものとする。 

４ 申請書及び資料の提出は、契約担当課が指定するものとする。 

５ 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに町長が競争参加資格がないと認

めた者は、事前審査型にあっては、当該競争入札に参加することができないものと
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し、事後審査型にあっては、落札決定しないものとする。 

６ 契約担当者は、前各項に掲げる事項及び次に掲げる事項を入札公告又は共通事項

書に記載するものとする。 

（１）申請書及び資料は、共通事項書において示す様式により作成すること。 

（２）申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。 

（３）提出された申請書及び資料は競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用

しないこと。 

（４）提出された申請書及び資料は、返却しないこと。 

（５）提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、特別の事情が

ある場合を除き認めないこと。 

（６）申請書及び資料に関する問合わせ先 

（７）その他必要と認める事項 

（資料の内容） 

第９条 資料の内容は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める事項

とし、入札公告又は共通事項書に記載するものとする。この場合において、第１号

の同種工事の施工実績及び第２号の配置予定技術者の同種工事の施工経験について

は、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することができるものと

し、第２号の配置予定技術者については、複数の技術者を記載することができるも

のとし、その旨を入札公告又は共通事項書に記載するものとする。 

（１）同種工事の施工実績を記載した書面 第５条第５号に掲げる資格があること

を判断できる同種工事の施工実績 

（２）配置予定技術者の資格及び同種工事の施工経験を記載した書面 第５条第６

号に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格及び同種工事の施

工経験 

２ 契約担当者は、必要があると認めるときは前条第１項に加えて、当該資料の内容

を証明するために必要な書類を求めることができるものとし、当該書類の提出を求

める場合には、その旨を入札公告又は共通事項書に記載するものとする。 

（競争参加資格の確認） 

第１０条 契約担当者は、提出された申請書及び資料に基づき競争参加資格の有無に
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ついて確認を行うものとする。 

２ 前項の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。 

３ 第５条第５号の同種工事の施工実績及び第６号の配置予定技術者の同種工事の施

工経験の確認を行うに当たっては、日本国内における同種工事の施工実績及び配置

予定技術者の同種工事の施工経験をもって行うものとし、詳細は、入札公告に記載

するものとする。 

５ 第５条第６項に掲げる配置予定技術者が、施工中の他の工事に従事している場合

は、対象工事の現場施工に着手する日の前に対象工事に従事できる見込みであるこ

とを確認するものとする。 

６ 事前審査型にあっては、申請書及び資料の提出期限の日の翌日から起算して、原

則として１０日以内に、審査会の審査を経て競争参加資格の確認の結果を申請書及

び資料の提出者に対し通知するものとする。事後審査型にあっては、申請書及び資

料の提出期限の日の翌日から起算して、原則として５日以内に、審査会の審査を経

て、競争参加資格があると認めた場合は落札者の決定について入札参加者に対し通

知し、競争参加資格がないと認めた場合は競争参加資格がないことについて落札候

補者に対し通知するものとする。 

７ 前項の通知は、事前審査型においては様式第１号、事後審査型において、落札者

の決定について通知する場合は様式第２号により、競争参加資格がないことについ

て通知する場合は様式第３号により、行うものとする。 

８ 第１項及び第３項から第６項に掲げる事項を、入札公告又は共通事項書に記載す

るものとする。 

（競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明） 

第１１条 競争参加資格がないと認められた者は、第１０条第６項の通知の日の翌日

から起算して、５日（それぞれ休日等を含まない。）以内に、町長に対して競争参

加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとする。 

２ 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合には、書面を持参するこ

ととし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。 

３ 前項の書面の提出場所は、対象工事の契約担当課とする。 

４ 町長は、第１項の説明を求められたときは、原則として競争参加資格がないと認
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めた理由についての説明を求めることができる最終日の翌日から起算して、７日以

内に、説明を求めた者に対し、様式第４号により回答するものとする。 

５ 説明を求めた者に競争参加資格があると認めた場合においては、第１０条第６項

の通知を取り消し、第４項の回答と併せて様式第１号又は様式第３号により競争参

加資格がある旨を通知するものとする。 

６ 第４項及び前項の通知を行う場合においては、審査会の審査を経るものとする。 

７ 第１項から第４項までの事項を、入札公告又は共通事項書に記載するものとす

る。 

（入札公告、共通事項書及び設計図書に対する質問） 

第１２条 契約担当者又は発注担当課は、入札公告、共通事項書及び設計図書に対す

る質問書の提出があったときは、その質問に対する回答書を書面により入札参加希

望者へ送付するものとする。この場合において、質問に対する回答は、書面による

回答書の送付に代えて、菊陽町公式ホームページに掲載することができる。 

２ 質問書の提出期間は、原則として、入札公告を行った日から開札日の７日前（休

日等を含まない。）までとする。 

３ 質問書の提出は、入札公告又は共通事項書記載の担当部局に持参、郵送又はFAX

等により行うものとする。 

４ 質問に対する回答書は様式第５号により作成し、原則として、質問書を受理した

日の翌日から起算して３日後（休日等を含まない。）までに入札参加希望者へ送付

するものとする。 

５ 前各項に掲げる事項は、入札公告又は共通事項書に記載するものとする。 

（入札保証金及び契約保証金） 

第１３条 入札保証金は、免除するものとする。 

２ 契約保証金は、納付させるものとする。ただし、有価証券等の提供若しくは銀

行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社を

いう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証

証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金

を免除するものとする。 
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３ 契約担当者は、前各項に掲げる事項を、入札公告又は共通事項書に記載するもの

とする。 

（入札及び開札の執行） 

第１４条 入札及び開札は、入札公告において示す日時及び場所において行うものと

する。 

２ 入札及び開札の方法は、菊陽町競争契約入札心得に定めるところによるものとす

る。 

３ 前項に掲げるもののほか、必要な事項は、入札公告及び共通事項書に記載するも

のとする。 

（入札の無効） 

第１５条 契約担当者は、菊陽町競争契約入札心得第８条に該当する入札、入札公告

に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者

のした入札、工事費内訳書の提出を求める場合は工事費内訳書に不備（未提出を含

む。）のある入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を入札公告

及び共通事項書に記載するとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場

合には落札決定を取り消す旨及び町長により競争参加資格のあることを確認された

者であっても、開札又は落札者決定時において指名停止要領に基づく指名停止を受

けている者その他開札の時において第５条に掲げる資格のない者は競争参加資格の

ない者に該当する旨を共通事項書に記載するものとする。 

（事前審査型における落札者の決定方法） 

第１６条 契約担当者は、開札後、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札候補者とする。ただし、最低制限価格を設けている場合は、最

低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格を提示したもの

を落札候補者とする。 

２ 最低の価格で有効な入札を行った者が複数いる場合は、入札時におけるくじ番号

を使用し落札候補者を決定する。 

３ 落札候補者の工事費内訳書に不備があった場合は、次に低い価格を提示した者か

ら順に、落札候補者を決定する。なお、次の候補者となるべき者が同額入札により

複数いる場合は、落札者として決定されなかった落札候補者を除き入札時における
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くじ番号を使用し落札候補者を決定する。 

４ 落札候補者は、他の工事の落札候補者となったことにより、配置予定の技術者を

配置できない場合には、開札から落札者決定までの間に、辞退を申し出ることがで

きるものとする。 

５ 前各項に掲げる事項を共通事項書に記載するものとする。 

６ 落札候補者の工事費内訳書に不備がなかった場合に、落札候補者を落札者とし、

様式第２号により通知するものとする。 

（事後審査型の落札者の決定方法） 

第１７条 契約担当者は、開札後、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札候補者とする。ただし、最低制限価格を設けている場合は、最

低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格を提示したもの

を落札候補者とする。 

２ 最低の価格で有効な入札を行った者が複数いる場合は、入札時におけるくじ番号

を使用し落札候補者を決定する。 

３ 落札候補者の競争参加資格がなかった場合は、次に低い価格を提示した者から順

に、競争参加が確認できるまで、申請書及び資料の提出を求めるものとする。な

お、次の候補者となるべき者が同額入札により複数いる場合は、落札者として決定

されなかった落札候補者を除き入札時におけるくじ番号を使用し落札候補者を決定

する。 

４ 落札候補者は、他の工事の落札候補者となったことにより、配置予定の技術者を

配置できない場合には、開札から申請書提出までの間に、辞退を申し出ることがで

きるものとする。 

５ 前各項に掲げる事項を共通事項書に記載するものとする。 

６ 落札者の決定は、審査会の審査を経て行うものとする。なお、落札者を決定した

場合は、様式第２号により通知するものとする。 

（苦情申立て） 

第１８条 本要領に基づく競争参加資格の確認その他の手続に関し苦情がある場合

は、町長に苦情を申し立てることができる旨を共通事項書に記載するものとする。 

（落札者等の公表） 
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第１９条 条件付一般競争入札の対象工事について落札者を決定したときは、落札者

等を公表するものとする。 

（その他） 

第２０条 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限

るものとし、その旨を共通事項書に記載するものとする。 

２ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名

停止を行うことがある旨を共通事項書に記載するものとする。 

３ 対象工事の発注担当課は、落札者が第９条第１項第２号の資料に記載した配置予

定の技術者が、対象工事の現場に配置されるよう、必要な措置を講じるものとす

る。 

 

附 則 

この要領は、告示の日から施行する。 

 


